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寝屋川市長期計画等推進委員会庁内連絡会等の開催経過 

（前回の推進委員会以降） 

 

 

庁内連絡会全体会（庁内の課長級職員で構成） 

 ・令和元年７月 12日 

 

庁内連絡会ワーキング会議（庁内の実務者で構成） 

① 生活支援 
平成 31年１月 31日 

令和元年５月 31日 

② 福祉計画関連 ※構成課は、障害福祉課のみのため適宜開催 

③ 発達支援 

（障害児支援） 

平成 31年１月 24日 

令和元年５月 31日 

④ 防災・まちづくり 
平成 31年１月 31日 

令和元年５月 31日 

⑤ 就労支援 
平成 31年１月 31日 

令和元年５月 31日 

 

  

自立支援協議会全体会（自立支援協議会の各部会で構成） 

 ・令和元年７月 12日 

  ※自立支援協議会は、障害者支援に関わる公民の保健、医療、福祉、 

教育、就学等の関係機関・団体等が連携し、情報や課題を共有し 

ながら協働して支援をすすめるしくみとして、障害者総合支援法 

に基づいて、設置。 

※第５期計画では、相談支援・権利擁護部会、障害児部会、就労支 

援部会、精神障害者部会、地域活動支援部会の５つの部会で構成 

 

 

 

資料⑦ 
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【自立支援協議会の各会議の概要】 

 【全体会】 

・部会を通じた課題の集約と計画への反映・評価や改善に関する協議 

・課題の解決に向けた協議   ・委託相談支援の評価 

 

【部会】 
相談支援・ 
権利擁護部会 

障害児部会 就労支援部会 精神障害者部会 地域活動支援部会 

ワーキング 

会議 

◎相談支援ネッ

トワーク会議 

・相談支援機関・

事業所の情報や

課題の共有 

・各部会の取り組

みからの情報や

課題の共有 

◎障害児部会ワ

ーキング会議 

・療育・学齢期の

支援の推進のた

めの協議 

◎就業・生活支援

実務担当者会議 

・就労支援の推進

のための協議 

・就労のきっかけ

づくりに関する

協働事業の実施 

◎精神障害者部会

ワーキング会議 

・地域生活支援の

推進のための協議 

・啓発等に関する

協働事業の実施 

◎地域活動支援部

会ワーキング会

議 

・ピアカウンセリン

グやピア活動の推

進のための協議 

・講演会・タウンミ

ーティングの企

画・運営 

サブ 

ワーキング 

［各部会の必要 

に応じて任意 

で設置］ 

◎基幹相談・拠

点推進会議 

・基幹相談支援セン

ター・地域生活支

援（拠点）システ

ムの運営・推進に

関する協議 

◎ひきこもり支援

サブワーキング 

・支援をすすめる

ための事例検討

や事業の協議 

□権利擁護推進

サブワーキング 

・権利擁護や成年

後見の推進に関

する協議等 

◎サポート手帳

活用委員会 

・サポート手帳の

運用のための協

議 

◎精神障害者就

労サポーター

連絡会 

・支援のレベルア

ップのための情

報交換や学習 

◎庁内実習検討会 

・庁内実習の実施

と就労移行支援

事業の推進に関

する協議 

◎地域移行・定着

サブワーキング

（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

・入院中の人の地

域移行の推進の

ための協議 

◎理解促進・啓発

サブワーキング 

・研修の企画・運営 

 

専門会議 

［各部会の必要 

に応じて任意 

で設置］ 

◎地域生活支援調

整会議【部会会

議】 

・大人の発達障害、

難病等を含む、地

域生活におけるさ

まざまな課題に対

応した相談や支援

に関する協議 

□医療的ケア児

支援検討会 

【専門会議】 

・支援の推進のた

めの情報交換と

協議 

◎就労支援関係

者会議 

【部会会議】 

・就労支援のネッ

トワークづくり

と課題の共有 

◎精神障害者部会

会議【長会議】 

・地域移行を含む

支援のネットワ

ークづくりと課

題の共有 

◎当事者タウン

ミーティング 

【専門会議】 

・当事者の意見表

明と自由な討議 

 

【事務局会議】 

・全体会・各部会の運営や、計画との連携等に関する協議 

◎：第４期計画で開催（名称変更あり） □：第５期計画で設置を推進 （「・」は各会議の主なテーマ）
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